
草木が伸び放題

建物の劣化による
倒壊や物の落下

放火や不法侵入の危険性

他人に迷惑をかけると、
損害賠償が発生するかも？！

空き家でお困りの場合は、
空き家のある市町村へご相談ください

そのままにしとったら
アカンよ！！

空き家、

お持ちの空き家の管理や処分に関するご相談は、
お気軽に「空き家・すまい総合相談室」まで！
TEL  0584-81-8511
〒503-0807  大垣市今宿6-52-18  「ワークショップ24」6階　 岐阜県住宅供給公社 内

（電話による事前予約制です。受付時間／9時～17時　  ※土日祝除く ）

相談
無料

岐阜県空家等対策協議会　　　岐阜県


